
第 1 法人の概況 
 

1 主要な経営指標等の推移 

以下は、独立行政法人日本学生支援機構（以下「本機構」という。）の平成 16 年度から平成

18 年度における主要な経営指標を記載したものです。 

事 業 年 度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

経常収益 ※1 （百万円） 67,430 75,410 101,148 

経常費用 ※2 （百万円） 66,023 70,737 100,583 

経常利益又は経常損失 (△)  （百万円） 1,407 4,673 565 

当期利益金又は当期損失金 (△)  （百万円） 1,407 4,673 565 

資本金 ※3 （百万円） 100 100 100 

純資産額 ※4 （百万円） 63,846 66,799 65,622 

総資産額  （百万円） 3,859,929 4,337,487 4,809,267 

自己資本比率 ※5 （％） 1.65 1.54 1.36 

自己資本利益率 ※6 （％） 2.20 7.00 0.86 

業務活動によるキャッシュ・フロー  （百万円） 18,479 23,706 △12,751 

投資活動によるキャッシュ・フロー  （百万円） △3,538 △7 1,982 

財務活動によるキャッシュ・フロー  （百万円） △147 △158 △176 

資金期末残高  （百万円） 52,030 75,572 64,626 

職員数  （名） 542 539 526 

 

(注) 本機構には連結関係を有する子会社等はありませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標

等の推移については記載しておりません。 
   

(経営指標等の説明) 
 ※1. 経常収益＝運営費交付金収益+施設費収益＋学資金利息＋延滞金収入＋留学生宿舎収入

＋日本語学校収入＋日本留学試験検定料収入＋その他事業収入＋補助金等収

益＋財源措置予定額収益＋寄附金収益＋資産見返負債戻入＋財務収益 
 ※2. 経常費用＝業務費＋一般管理費＋財務費用 
 ※3. 資本金＝政府出資金 
 ※4. 純資産額＝資本金＋資本剰余金＋利益剰余金 
 ※5. 自己資本比率＝純資産額／総資産額 
 ※6. 自己資本利益率＝当期利益金／純資産額 
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２ 沿革

 

年  月 事     項 

平成 16 年 4 月 
 

 

 

 

平成 17 年 4 月 
 平成 19 年 4 月 

日本育英会、財団法人日本国際教育協会、財団法人内外学生センター、

財団法人国際学友会、財団法人関西国際学友会の各公益法人及び国が実

施してきた事業を整理・統合し、独立行政法人日本学生支援機構設立 
機関保証制度を導入 
法科大学院生や日本人学生の海外留学を対象とした奨学金の導入 
第一種奨学金の貸与月額の改定（1,000 円の増） 
有利子奨学金の貸与制度及び資金調達制度の見直し 

 
下の図は、本機構設立前に文部科学省、国立大学、日本育英会、財団法人日本国際教育協

会、財団法人内外学生センター、財団法人国際学友会及び財団法人関西国際学友会が行って

いた業務を本機構がどのように承継したかを示したものです。 
 

【日本学生支援機構へ移管する業務】 ※下記の学生支援業務を総合的かつ効率的・効果的に実施
文部科学省 【学生への奨学金貸与】
○留学生への奨学金給付 ○奨学金の貸与・回収
○学生関連調査・学生支援業務関連研修 など
国立大学 【留学生への奨学金給付】
※下記事業に係る共通的・基盤的業務 ○私費外国人留学生等学生奨励費給付事業
○学生（含：留学生）交流・相談 ○短期留学推進事業
○学生支援業務関連研修 など

【留学生交流事業】
○留学生宿舎の設置・運営
○日本留学試験
○日本語予備教育
○留学生宿舎設置者に対する助成金支給

○奨学金の貸与・回収 ○留学交流推進事業
○奨学生に対する助言・指導 など

【学生生活支援事業】
○学生生活支援業務関連研修
○情報収集・提供事業
○調査研究 など

（財）日本国際教育協会
○留学生宿舎の設置・運営
○日本留学試験
○留学交流推進事業
◆日本語教育能力検定試験等 　高校生に対する奨学金の貸与・回収
◆冠奨学金事業 など （平成17年度入学者から）

（財）内外学生センター
○留学生宿舎の設置・運営
○留学生交流推進事業
◆学生教育研究災害傷害保険等
◆冠奨学金事業 など ◆学生教育研究災害傷害保険等

◆日本語教育能力検定試験等
（財）国際学友会 ◆留学生宿舎等の管理運営（一部業務受託）
○日本語予備教育 ◆冠奨学金事業 など
○留学生宿舎の設置・運営 など

（財）関西国際学友会
○日本語予備教育
○留学生宿舎の設置・運営 など

○は、本機構が承継した業務を、◆はそれ以外の業務((財)日本国際教育支援協会が承継した業務）を示しています。

独立行政法人日本学生支援機構の業務の概要

（財）日本国際教育支援協会
＜（財）日本国際教育協会を改組＞

文部科学省・国立大学

日本育英会

留学生関係公益法人

都道府県

日本学生支援機構
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３ 事業の内容 
 
（１）設立根拠法及び目的 

本機構は、独立行政法人日本学生支援機構法（平成 15 年 6 月 18 日法律第 94 号。以

下「機構法」という。）に基づき、日本育英会の奨学金貸与事業や、それまで財団法人

日本国際教育協会、財団法人内外学生センター、財団法人国際学友会、財団法人関西

国際学友会の各公益法人が実施してきた留学生関連交流事業及び国が実施してきた留

学生に対する奨学金の給付事業や学生生活調査などの事業を整理・統合し、学生支援

事業を総合的に実施する独立行政法人として、平成 16 年 4 月 1 日に設立されました。 
グローバル化が進展し知的創造性が社会発展を支える重要な基盤となりつつある今

日、時代の変化に柔軟に対応できる創造性豊かな人材の育成が強く求められており、

このため、学生の課題探求能力を涵養し、国際理解を推進するとともに、意欲と能力

のある学生に対する修学環境を整えることが今後ますます重要な課題となっています。 
本機構は、このような理念を達成するために設立されましたが、その目的は、機構

法第 3 条に基づき、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等（大学

及び高等専門学校の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。以下同じ。）の修学

の援助を行い、大学等（大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以

下同じ。）が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導に

ついて支援を行うとともに、留学生交流（外国人留学生の受入れ及び外国への留学生

の派遣をいう。以下同じ。）の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学

等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う

豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に

寄与することとされています。 
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（２）国との関係について 
① 主務大臣 

本機構の主務大臣は、機構法第 26 条により文部科学大臣とされています。 
② 役員の任命・解任 

独立行政法人通則法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号。以下「通則法」という。）

第 20 条により、文部科学大臣は、本機構の理事長及び監事を任命します。また通則法

第 23 条により、文部科学大臣は、理事長及び監事を解任することができるとされてい

ます。 
なお、本機構のその他の役員は、理事長が任命、解任しますが、その時は遅滞なく

文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならないとされています（通

則法第 20 条及び第 23 条）。 
③ 業務方法書 

本機構は、通則法第 28 条により、業務方法書を作成し、文部科学大臣の認可を受け

なければならないとされています。なお、これを変更しようとするときも同様とされ

ています。 
④ 独立行政法人評価委員会 

通則法第 12 条により、本機構の業務の実績に関する評価等を行うために、文部科学

省に独立行政法人評価委員会が設置されています。 
また、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果の通知を受け、第三者的な立

場から調査・審議を行い、必要があると認められる場合、意見を述べることができる

政策評価・独立行政法人評価委員会が総務省組織令（平成 12 年 6 月 7 日政令第 246
号）第 121 条に基づき総務省に設置されています。 

⑤ 中期目標 
通則法第 29 条により、文部科学大臣は、3 年以上 5 年以下の期間（本機構において

は平成 16 年 4 月から平成 21 年 3 月までの 5 年間）において本機構が達成すべき業務

運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを指示するとともに、公

表しなければならないとされています。これを変更したときも同様とされています。

また、文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ文部科学省独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされてい

ます。 
⑥ 中期計画 

通則法第 30 条により、本機構は、中期目標に基づき、独立行政法人日本学生支援機

構に関する省令（平成 16 年 3 月 31 日文部科学省令第 23 号。以下「文部科学省令」と

いう。）で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」

という。）を作成し、文部科学大臣の認可を受けるとともに、遅滞なく、その中期計画

を公表しなければならないとされています。これを変更しようとするときも同様です。

また文部科学大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ文部科学省独立行

政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。 

 4



⑦ 年度計画 
通則法第 31 条により、本機構は、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、文部

科学省令で定めるところにより、当該事業年度の業務運営に関する計画（以下「年度

計画」という。）を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければな

らないとされています。これを変更したときも同様とされています。 
⑧ 各事業年度に係る業務の実績に関する評価 

本機構は、通則法第 32 条により、各事業年度における業務の実績について、文部科

学省独立行政法人評価委員会の評価を受けなければならないとされています。 
また、文部科学省独立行政法人評価委員会は、当該評価を行ったときは、遅滞なく、

本機構及び政策評価・独立行政法人評価委員会に対して、当該評価の結果を通知し、

政策評価・独立行政法人評価委員会は、必要があると認めるときは、文部科学省独立

行政法人評価委員会に対し、意見を述べることができるとされています。 
⑨ 中期目標に係る事業報告書及び業務の実績に関する評価 

本機構は、通則法第 33 条により、中期目標の期間の終了後 3 月以内に、当該中期目

標に係る事業報告書を文部科学大臣に提出するとともに、公表しなければならないと

されています。また、通則法第 34 条により、本機構は、中期目標の期間における業務

の実績について、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価を受けなければならない

とされています。 
文部科学省独立行政法人評価委員会は、当該評価を行ったときは、遅滞なく、本機

構及び政策評価・独立行政法人評価委員会に対して、当該評価の結果を通知し、必要

があると認めるときは、本機構に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることがで

きるとされています。 
⑩ 中期目標の期間の終了時の検討 

通則法第 35 条第 1 項及び第 2 項により、文部科学大臣は、中期目標の期間の終了時

において、文部科学省独立行政法人評価委員会の意見を受けて、本機構の業務を継続

させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、そ

の結果に基づき、所要の措置を講ずるものとされています。また、通則法第 35 条第 3
項により、政策評価・独立行政法人評価委員会は、本機構の中期目標の期間終了時に

おいて、主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告することができると

されています。 
⑪ 財務諸表等 

通則法第 38 条第 1 項により、本機構は毎事業年度、財務諸表を作成し、当該事業年

度の終了後 3 月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならないとさ

れています。 
⑫ 会計監査人の監査 

通則法第 39 条により、本機構は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）

及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければなら

ないとされています。なお、通則法第 40 条により、会計監査人は、文部科学大臣が選
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任するとされています。 
⑬ 長期借入金及び債券 

機構法第 19 条第 1 項により、本機構は文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金を

し、又は日本学生支援債券を発行することができるとされています。また、機構法第

19 条第 2 項により、文部科学大臣は当該認可をしようとするときは、あらかじめ文部

科学省独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。 
⑭ 補助金 

機構法第 23 条により、政府は、毎年度予算の範囲内において、本機構に対し、学資

の貸与に係る業務に要する経費の一部を補助することができるとされています。 
 ⑮ 会計検査院の検査 
   本機構に対しては会計検査院法（昭和 22 年 4 月 19 日法律第 73 号）第 20 条及び   

第 22条第 5号に基づいて会計の検査を目的とした会計検査院による検査が行われてい

ます。当該検査の観点は以下のとおりです。 
・ 決算が予算執行の状況を正確に表示しているか。（正確性） 
・ 会計処理が予算や法令などに従って適正に処理されているか。（合規性） 
・ 事務・事業が経済的、効率的に実施されているか。（経済性、効率性） 
・ 事業が所期の目的を達成しているか、また効果をあげているか。（有効性） 
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（3）組織及び所掌 

　
政策企画部 総合計画課

政策調査研究課
広報課

*政策企画委員会
  参事役

　　　**評価委員会

　　　参与

総　務　部 総務課
　次長 人事課

福利課
理事長 理事 

施設整備推進室

財　務　部 主計課
　次長 経理課

　　　　監事 資金管理課

情　報　部 情報管理課
　次長 システム開発課

奨学事業部 奨学事業計画課
奨学事業管理課
債権管理課

機関保証室

学資貸与第一課
学資貸与第二課
返還促進課
返還免除課

返還相談統括室
東京返還
　　　相談センター
名古屋返還
　　　相談センター  
大阪返還
　　　相談センター   

留学生事業部 留学生事業計画課
　次長 　　　国際奨学室

交流事業課
留学試験課

　　留学情報 留学情報普及室
センター 神戸サテライト

奨学金の貸与及び回収に係る将来推計等に
関すること，債権管理に関すること，機関保
証に関すること，予約採用に関すること，在
学採用に関すること，奨学生の異動等に関
すること，返還請求に関すること，返還免除
に関すること並びに奨学金の返還等に係る
相談その他の奨学金貸与事業関係事務の
処理を分掌する。

決裁済み文書の保管及び整理に関すること
及び電子計算機による事務処理に関するこ
とその他の機構の情報関係事務の処理を分
掌する。

機構の運営及び業務の実施に係る重要事項
の企画立案に関すること，中期計画及び年
度計画に関すること，評価分析に関するこ
と，監査に関すること，業務方法書及び規程
に関すること，調査研究に関すること，機構
の事業の開発実施に関すること，広報に関
すること，情報公開及び個人情報の保護に
関すること並びに理事長が特に命じたことそ
の他の機構の運営及び業務の実施に関する
政策企画立案関係事務の処理を分掌する。

本部施設等の建設及び事務所の移転を推
進するため，これに必要な，建設及び移転等
に係る計画の立案及び進捗管理に関するこ
と，財源確保方策の立案に関すること，設計
及び施工等に関すること，関係機関との連絡
調整に関することその他の本部施設整備推
進関係事務の処理を分掌する。

文書及び公印に関すること，人事に関するこ
と並びに職員の福利厚生に関することその
他の機構の管理運営に関する総務関係事務
の処理を分掌する。

機構の予算及び決算に関すること，取引及
び経理に関すること並びに日本学生支援債
券に関することその他の機構の財務関係事
務の処理を分掌する。

留学生支援に係る業務の実施方法に関する
こと，留学生等に対する学資の支給等に関
すること，留学生等と日本人学生等との交流
事業の実施に関すること，日本留学試験に
関すること並びに留学に関する情報の収集
及び提供に関することその他の留学生支援
関係事務の処理を分掌する。

返還相談
センター

副部長

副部長
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学生生活部 学生生活計画課
　次長 　　　学生支援プロ

　　　　グラム審査室
学生支援事業課
特別支援課

日本語教育 東京日本語
センター 　　　　教育センター

大阪日本語
　　　　教育センター

東京国際交流館
　事業部

支部総括室
　次長

支　　　部 北海道支部
東北支部
関東甲信越支部
北陸支部
東海支部
近畿支部
　大阪事務所
　京都事務所
　神戸事務所
中国四国支部
　中国事務所
　四国事務所
九州支部
　福岡事務所
　大分事務所

*政策企画委員会・・・・・・・理事長の求めに応じて，中期計画に係る企画立案その他の機構の運営又は業務の実
施に関する重要事項について，調査審議を行い，理事長に助言する。

**評価委員会・・・・・・・・・・機構の管理運営及び業務の実績について必要な評価を行う。

支部総括室の総括の下，各担当区域におけ
る奨学金の返還請求の実施に関すること，
学生等からの相談に関すること，大学等にお
ける履修に関する支援に関すること，複数大
学等の連合による学生支援組織（コンソーシ
アム）に関すること，指定宿舎事業における
民間宿舎の確保に関すること並びに各地域
及び関係機関等との連携調整に関すること
その他の各区域学生生活支援関係事務の
処理を分掌する。

学生生活支援に係る業務の実施方法に関す
ること，学生生活に関する情報の収集及び提
供に関すること，大学等における学生相談に
係る支援に関すること，大学等における履修
に係る支援に関すること，学生等の就職及び
進路に関すること並びに学生生活支援に関
する大学等の教職員の研修に関すること，障
害により修学に特別の支援を必要とする学
生等に対する支援に関することその他の学
生生活支援関係事務の処理を分掌する。

東京国際交流館施設において開催する国際
交流事業等の企画及び実施に関すること並
びに東京国際交流館施設の管理及び運営
に関することその他の国際交流関係事務の
処理を分掌する。

留学生等に対する日本語教育等の実施及び
日本の大学等への進学指導に関すること，
日本語教育等の実施に係る教育方法及び教
材の開発等に関すること，留学生等と日本人
学生等との交流事業の実施に関すること，校
舎及び併設する学生寮等の管理運営その他
の日本語学校関係事務を分掌する。

支部業務の効率的，効果的な実施を推進す
るため，支部全体の業務の企画立案及び将
来計画の策定に関すること，各支部間の総
合調整に関すること，各部等との連絡調整に
関すること，各支部予算のとりまとめに関す
ること，各支部業務の進捗管理に関するこ
と，留学生寄宿舎に関すること（留学生寄宿
舎の確保に関する将来推計等に関すること，
建設奨励事業の実施に関すること，指定宿
舎事業の実施方針等に関すること，各支部
に併設する国際交流会館に係る管理運営の
委託（委託に基づき実施する監督を除く｡）に
関すること，国際交流会館へのカウンセラー
等の配置に関することその他留学生寄宿舎
に関すること｡）その他支部の運営及び業務
の実施に関する総括関係事務の処理を分掌
する｡
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（４）事業の概要 
【奨学金貸与事業】 
① 奨学金の種類 

   奨学金には、無利息の第一種奨学金と利息付の第二種奨学金とがあります。第一種

奨学金は、大学・大学院・高等専門学校・専修学校（高等課程・専門課程）・高等学校

に在学する学生及び生徒を対象とし、第二種奨学金は、大学・大学院・高等専門学校

（4・5 年生）・専修学校（専門課程）に在学する学生及び生徒を対象とし、10 ページ

に示す基準により採用されます。なお、第一種奨学金のうち、高等学校分及び専修学

校高等課程分については、平成 17 年度入学者から各都道府県に事業移管され、本機構

は高等学校等奨学金事業交付金を措置しています。また、平成 16 年度からは新たな施

策として、法科大学院を対象とした奨学金（第一種・第二種）及び学位取得を目的と

した海外留学生（大学・短期大学・大学院）を対象とした奨学金（第二種）がそれぞ

れ創設され、平成 18 年度からは、国内の大学等在学中に外国の大学等に短期留学をす

る学生も第二種奨学金の貸与対象となりました。 
 

貸与する月額は、学種別、設置者別、通学形態別に決められています。 
 
第一種奨学金貸与月額（平成 19 年度 4 月入学の場合） 

区分 貸与月額（円） 
自宅 45,000 

国・公立 
自宅外 51,000 
自宅 54,000 

大学 
私立 

自宅外 64,000 
自宅 45,000 

国・公立 
自宅外 51,000 
自宅 53,000 

短大 
専修（専門） 

私立 
自宅外 60,000 

大学通信－面接授業期間 88,000 
修士課程 88,000 

大学院 
博士課程 122,000 

自宅 21,000（45,000） 
国・公立 

自宅外 22,500（51,000） 
自宅 32,000（53,000） 高専 

私立 
自宅外 35,000（60,000） 

    （注）高専の（ ）内月額は、平成 19 年度入学者が 4 年次に進級したときに適用します。 

 

第二種奨学金貸与月額（平成 19 年度 4 月入学の場合） 
区分 貸与月額（自由選択） 

大学･短大･高専＜4･5 年＞･専修＜専門＞ 3 万円・5 万円・8 万円・10 万円から選択 

私立大学 医･歯学部課程 10 万円を選択した場合に限り、4 万円の増額可 

私立大学 薬･獣医学部課程 10 万円を選択した場合に限り、2 万円の増額可 

大学院 5 万円・8 万円・10 万円・13 万円から選択 
13 万円を選択した場合に限り、4 万円又は 7 万円の

増額可 法科大学院 
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   なお、入学時の学生生活費の負担が大きいことを勘案し、入学時に 300,000 円を増

額貸与する「入学時特別増額貸与奨学金制度」が、第二種奨学金として平成 15 年度に

創設されました。平成 16 年度においては、さらに第一種奨学金貸与者にも同制度の適

用が拡げられ、平成 18 年度においては計画 5 万人への貸与に対し、4.3 万人の実績と

なりました。また平成 19 年度も 5 万人の貸与人員が計画されております。 
 ② 奨学生の採用 
     本機構の奨学生の貸与人員数は、当該年度以前から奨学金を貸与されており当該年

度以降も引続き貸与を受ける者（継続者）と当該年度から新たに奨学金を貸与される

者（新規採用者）とによって構成されます。このうち、新規採用者については、前年

度の貸与実績、学校への調査などにより算出される適格者数（本機構の奨学金を貸与

されるに当たり、人物・健康・学力・家計などの基準（③ 奨学生の採用基準 参照）

を満たす者）、あるいは国の政策等の諸条件を勘案し、必要とされる規模を見込んで積

算されます。こうして算出された人員数及び金額は、概算要求及び予算編成を経て、

本機構の当該年度計画における事業費予算として計上されることとなります。本機構

は、この予算の範囲内で、当該年度の奨学生採用を行うことになります。 
  本機構における採用方法には、定期採用と定期外採用があります。定期採用には、

大学等進学前に奨学生採用候補者として採用が行われる予約採用と、入学後の春に採

用が行われる在学採用があります。予約採用と在学採用の比率は、平成 18 年度の実績

では、それぞれ 38.0%、62.0%となっています。定期外採用には、家計急変等により緊

急的に採用する緊急採用(第一種奨学金)と、応急採用(第二種奨学金)があります。定期

及び応急採用の貸与期間は、修業年限（4 年制大学なら 4 年間）となっていますが、緊

急採用の貸与期間は、採用された年度の 3 月までとなっています（特別の事情がある

場合は、採用された年度の翌年度も貸与されることがあります）。  
  在学採用については、学校長の推薦を受けた申込者を本機構が選考し、5～8 月に採

否を決定します。選考は、主にインターネット上のシステム（イクシス）により行わ

れており、確認書等の書類の提出が必要となります。予約採用については、高校等在

学中に募集・選考が行われ、大学等進学後採否を決定します。 
③ 奨学生の採用基準 

  奨学生の選考にあたっては、人物・健康・学力・家計について、第一種奨学金及び

第二種奨学金のそれぞれの基準に照らして行っています。 
  ア．人物・・・学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が奨学生にふさわしく、

かつ将来良識ある社会人として活動できる見込みがあること。または、大

学等及び大学院の学生生活における行動の全般を通じて、意志が固く、責

任感が強く、中正妥当な性格で、特に研究心が旺盛な者であること。 
  イ．健康・・・下記の健康診断により、修学に十分耐え得るものと認められること。  
      ○  健康診断 

  健康診断は、健康上の事由により修学上支障があるか否かを基準として次の

いずれかによって判定し、修学上支障のない者を推薦・選考するものとする。 
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    ⅰ 定期健康診断による場合 
         学校保健法による定期健康診断の結果により医師が修学上支障がないと

判断した者。ただし、1 年次に在学する者については、入学者選抜のための

健康診断によることができる。 
   ⅱ 医師の健康診断による場合 
       上記ⅰの健康診断によることができないときは、医師が健康診断を行い、

その結果により修学上支障がないと判断した者。 
ウ．学力・・・以下のとおり。 

   ○ 第一種奨学金を希望する者で下記のいずれかに該当する者 
          ⅰ 大学に入学する者 
                高等学校又は専修学校の高等課程最終 2 か年の学習成績の評定を全履修

科目について平均した値が 3.5 以上である者。又は認定試験合格者であるこ

と、かつ、大学における学習成績の結果が判明している者については、そ

の学習成績が本人の属する学部（科）の上位 3 分の 1 以内である者。 
     ⅱ 専修学校専門課程に入学する者 
        高等学校又は専修学校の高等課程最終 2 か年の学習成績の評定を全履修

科目について平均した値が 3.2 以上である者。又は認定試験合格者。 
          ⅲ 大学院修士課程及び専門職大学院の課程に入学する者 
                大学・大学院の学習成績、大学院入学試験等の成績により判定し当該学

習成績が特に優れ、将来、研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必

要な高度の能力を備えて活動することができると認められる者。 
ⅳ 大学院博士課程に入学する者 

                大学・大学院の学習成績、大学院入学試験等の成績により判定し、当該

学習成績が特に優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、又は

その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて

活動することができると認められる者。  
          ⅴ 高等専門学校に入学する者 
                中学校における最終学年の学習成績の評定を全履修科目について平均し

た値が 3.5 以上である者。又は高等専門学校における学習成績の結果が判明

している者については、その学習成績が本人の属する学科の平均水準以上

である者。 
   ○ 第二種奨学金を希望する者で下記のいずれかに該当する者 

ⅰ 大学・専修学校専門課程に入学する者 
（ア）高等学校又は専修学校の高等課程における最終 2 か年の学習成績

が、当該出身学校において平均水準以上と認められる者。 
                （イ）特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる者。 

（ウ）大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込み

があると認められる者。 
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               （エ）認定試験合格者においては、上記（ア）、（イ）又は（ウ）に準ず

ると認められる者。 
ⅱ 大学院修士課程及び専門職大学院の課程に入学する者 

                （ア）大学・大学院の学習成績、大学院入学試験の成績により判定し、

当該学習成績が優れ、将来、研究能力又は高度の専門性を要する職

業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認めら

れる者。 
                （イ）大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込

みがあると認められる者。 
          ⅲ 大学院博士課程に入学する者 
                （ア）大学・大学院の学習成績、大学院入学試験の成績により判定し、

当該学習成績が優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、

又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究

能力を備えて活動することができると認められる者。  
（イ） 大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込 

みがあると認められる者。 
ⅳ 高等専門学校(4・5 年生)に進級する者 

                （ア） 高等専門学校における学習成績が本人の属する学科において平均

水準以上と認められる者。 
                （イ） 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる者。 

（ウ） 高等専門学校における学修に意欲があり、学業を確実に修了でき

る見込みがあると認められる者。 
  エ．家計・・・平成 18 年度奨学金申込の際の家計基準限度額は次表のとおりです。 
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  家計基準限度額一覧表 
第一種奨学金 第二種奨学金 

年収・所得の上限額 
（4 人世帯・自宅通学者の目安） 区分 
給与所得 給与所得 

給与所得世帯 給与所得世帯 
以外の世帯 以外の世帯 

国・公立 790 万円程度 330 万円程度 － － 
高校 

私立 － － 809 343 
国・公立 950 464 1,291 万円程度 756 万円程度 

大学 
私立 998 512 1,344 809 

国・公立 935 449 1,275 740 
短大 

私立 982 496 1,326 791 
修士課程 416(特別の場合は 541) 595 万円以下 本人及び 本人及び 

大学院 
配偶者の収入 配偶者の収入 472(特別の場合は 614) 博士課程 798 万円以下 

国・公立 802 338 － － 高専 
(1～3 年) 私立 － － 836 362 

国・公立 802 338 1,242 707 高専 
(4・5 年) 私立 836 362 1,268 733 

国・公立 775 319 － － 専修 
（高等） 私立 － － 803 339 

国・公立 906 420 1,243 708 専修 
（専門） 私立 971 485 1,314 779 

 
④ 貸与の方法と期限 

   奨学金は、奨学生が指定した金融機関の口座に原則として毎月振り込まれ、在学す

る学校の修業年限の終期まで貸与することになっています。但し、主たる家計支持者

の失職、破産等による家計急変のため奨学金が必要になった場合の緊急採用奨学金は、

採用された年度の 3 月を終期とすることになっています。（特別の事情がある場合は、

採用された年度の翌年度も貸与されることがあります。） 
    奨学金の貸与人員及び貸与金額の平成 9 年度から平成 18 年度までの実績は、次表の

とおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 



奨学金の貸与人員と貸与金額実績 

第一種奨学金 第二種奨学金 
年度 

貸与人員(人) 貸与金額(千円) 貸与人員(人) 貸与金額(千円) 

平成 9 年度 362,266 191,371,224 110,433 62,473,650 

10 371,612 201,145,797 113,430 64,979,466 

11 386,524 212,789,870 207,684 138,836,573 

12 402,710 223,593,846 292,807 206,785,422 

13 400,428 227,320,052 351,852 252,383,070 

14 384,527 221,508,737 407,893 301,002,797 

15 411,339 238,604,311 452,342 344,065,828 

16 418,465 248,757,430 512,727 411,170,403 

17 401,297 252,245,427 576,939 472,745,569 

18 377,456 252,424,304 631,997 529,363,060 

（注）平成 9 年度から平成 15 年度については日本育英会の実績、平成 16 年度以降は本機構の実績です。 

⑤ 奨学生の補導（※） 
   奨学生は在学中、勉学に励みながら充実した学校生活を送り、卒業後は貸与を受け

た奨学金の返還を滞りなく履行するよう、本機構は学校の協力を得て奨学生の補導に

努めています。 
   補導の一環として奨学生が奨学金を貸与するにふさわしいかどうかの適格性につい

て審査を行い、必要な処置を行っています。 
（※）本機構でいう「補導」とは、奨学生との関係を単に金銭貸借の関係に終わらせる

ことなく、貸与を継続する中で、 
ア. 奨学生の資質の向上を図ること 
イ. 奨学生としての責務を尽くし、本機構の業務の円滑な運営に協力させること 
ウ. 奨学生の実情に即応して適切な措置を講ずること 等をいいます。 

⑥ 返還免除 
奨学生又は奨学生であった者が、死亡又は精神若しくは身体の障害によって奨学金

の返還ができなくなった場合、返還未済額の一部又は全部の返還を願出により免除す

ることができます。 
   また大学院の第一種奨学生については、これまで日本育英会において、教育職・研

究職という特定の職業に就職したことにより適用される返還免除制度がありましたが、

本機構においては、この制度は廃止され、新たに特に優れた業績をあげた大学院生に

対し、その奨学金の全部又は一部の返還を卒業時に免除する制度が設けられました（機

構法第 16 条）。同制度は、わが国のあらゆる分野で活躍し、国及び社会の発展に貢献
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する中核的人材を育成することを目的とするものであり、学問分野での顕著な成果や

世界レベルでの発明・発見のみならず、文化・芸術・スポーツ分野におけるめざまし

い活躍、あるいはボランティア等での顕著な社会貢献（全国レベルでの表彰等）等を

含めて評価の対象として、学生の学修へのインセンティブを図ることとしています。 
平成 19 年度は、平成 16 年度以降の大学院第一種奨学生採用者で平成 18 年度中に貸

与が終了した、28,225 名のうち、各大学から平成 19 年 4 月末までに免除候補者とし

て推薦のあった 8,166 名について、5 月に学識経験者からなる業績優秀者免除認定委員

会の審査を経て 5 月下旬に免除者 8,166 名を認定しました。 
 ⑦ 機関保証制度 

平成 16 年度より、学生等の自立を支援する観点から、それまでの連帯保証人及び保

証人を選定する人的保証制度に加えて、機関保証制度が導入されました。これにより、

平成16年度新規奨学生から人的保証と機関保証のいずれかを選択することができるよ

うになりました。機関保証を選択した場合は、保証業務を行なっている財団法人日本

国際教育支援協会（以下「保証機関」という。）に一定の保証料を支払うことにより、

奨学金貸与の申込ができることとなりました。ただし、海外留学のための第二種奨学

金の貸与については、人的保証と機関保証の二つの保証を付すことが必要です。保証

料は、16 ページに示すとおり奨学金の貸与月額、貸与月数等により異なります。なお、

平成 18 年度の新規奨学生の機関保証制度への加入率は 28.9％となっています。 
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保証料一覧（目安） 
貸与月額 保証料月額 

区分 貸与月数 (円) (円) 
自宅 45,000 1,606 

国・公立 
自宅外 51,000 1,820 
自宅 53,000 1,892 

短
大 24 

私立 
自宅外 60,000 2,297 
自宅 45,000 1,782 

国・公立 
自宅外 51,000 2,143 
自宅 54,000 2,269 

大
学 

私立 
自宅外 64,000 

48 

3,137 

第
一
種 

修

士 88,000 24 3,593 

122,000 36 6,623 博

士 医・歯・獣医学課程 122,000 48 6,523 
30,000 848 
50,000 1,841 
80,000 3,168 

短
大 24 

100,000 4,502 
30,000 1,152 
50,000 2,183 
80,000 4,494 

100,000 5,618 
48 

薬・獣医学部の増 120,000 6,747 

大
学 

医・歯学部の増 140,000 72 7,639 
50,000 1,841 

第
二
種 

80,000 3,168 
100,000 4,502 

修
士 24 

130,000 6,873 
50,000 1,950 
80,000 3,756 

100,000 5,704 
博
士 36 

130,000 7,415 
（注） 1. 第二種奨学金の貸与利率 1.7%、医・歯・薬・獣医学の増額貸与部分利率 1.9%で計算していま

す。 

2. 第一種奨学金の貸与月数は、予約採用の場合です。 

 
また、中期計画では、 
 ア．適切な保証機関を確保することにより、平成 16 年度新規奨学生から人的保証と

機関保証とを選択することができるようにする。なお、海外留学のための有利

子学資金の貸与については、人的保証と機関保証の双方の保証を受けることと

する。 
   イ．保証機関が行う主要業務である（ⅰ）保証審査管理、（ⅱ）保証料・保証残高管 

理、（ⅲ）保証履行管理及び（ⅳ）求償権回収管理並びに（ⅴ）計数管理のうち 
（ⅰ）～（ⅲ）について保証機関との連携を密にしながらシステム開発を行う 
ほか、保証依頼、保証料徴収、保証変更等の関係業務の追加・変更を円滑に処 
理する。 

 ウ．大学等、学生等に対して、保証機関と連携し、機関保証制度の趣旨を適切に広

報し、理解の促進を図る。 
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とされています。 
⑧ 奨学金の回収 

   貸与が終了した奨学生からは、20 年以内の月賦、半年賦、年賦又は月賦・半年賦併

用の中から任意に選択された割賦方法により、郵便局、銀行、信用金庫又は労働金庫

の口座から自動引落しの方法（リレー口座）で奨学金を回収します。また、リレー口

座未加入者に対しては委託業者による架電等で加入の依頼をするとともに、払込通知

書を発送し請求しています。なお、平成 11 年度以降に採用された第二種奨学生及び平

成 12 年度以降に採用された第一種奨学生については、返還のしやすさなどの点を考慮

し、月賦あるいは月賦・半年賦併用の割賦方法のみの取扱としています。 
⑨ 奨学金の原資、貸与利率及び借入金の償還 

    第一種奨学金については、国の一般会計からの借入金（以下「政府借入金」という。）

及び過去に貸与した第一種奨学金の返還者からの回収金を原資として奨学金の貸与を

行っており、国の一般会計からの借入れ、奨学生への貸与は、ともに無利息となって

います。 
  第二種奨学金については、これまで国の財政融資資金（平成 12 年度までは資金運用

部資金）からの借入金、財投機関債の発行により調達した資金（平成 13 年度から）及

び過去に貸与した第二種奨学金の返還者からの回収金を原資として奨学金の貸与を行

ってきました。平成 19 年度からは、貸与期間中奨学生に対する毎月の貸与に充てる資

金として、従来の調達方法に加え、民間金融機関からの借入（以下「民間借入」とい

う。）を活用しています。この借入は 3 ヶ月以内及び 1 年以内の償還期日ごとに借換を

行い、最終的に、奨学生の卒業等により貸与期間が終了した際に、一括して財政融資

資金等の長期資金に借換えることとしています。こうした新たな調達方法につきまし

ては、「（６）損益構造について ③有利子奨学金の貸与制度及び資金調達制度の見直

し」の項で説明しております。 
なお、平成 18 年度以前に採用された第二種奨学金の奨学生への貸与利率は、これま

で通り原則として年 3%ですが、財政融資資金からの借入金の利率（貸与する当該月の

資金に財投機関債の発行により調達した資金を充てる場合、該当する財投機関債の利

率と財政融資資金の借入利率を加重平均した利率）が 3%未満の時は、当該利率を奨学

金貸与の利率とする（注）旨定められています(独立行政法人日本学生支援機構法施行

令（平成 16 年政令第 2 号。以下「機構法施行令」という。）第 2 条及び附則第 2 条)。
平成 19 年 9 月分の奨学金の貸与利率は、財政融資資金の借入利率（平成 19 年 8 月 10
日改定、年利 1.4%）が用いられています（表１）。  
（注）平成 15 年 3 月 31 日以前に入学し、かつ平成 16 年 3 月 31 日までに採用され

た奨学生に対する奨学金貸与の利率については、「財政融資資金からの借入金

の利率が 3%未満の時は当該利率」とする旨定められており、財投機関債の発

行により調達した資金を当該月に貸与する奨学金資金に充てる場合も該当する

財投機関債の利率は奨学金貸与利率に反映されません。以下の説明においても

同様です。 
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   一方、前述の有利子奨学金の貸与制度及び資金調達制度の見直しに伴い、平成 19 年

度からの新規奨学生に対する貸与利率は、貸与期間終了時に借換えた財政融資資金等

長期資金の借入利率が適用されます。また平成 19 年度から採用された新規奨学生につ

いては、第二種奨学金の利便性をさらに高めるために、利率固定方式・利率見直し方

式（返済期間中、概ね 5 年毎に利率を見直し）を選択できることとなりました（表 2）。
なお貸与利率はいずれの方式も 3％が上限となっています。 

第一種奨学金における政府借入金については、本機構が第一種奨学金の貸与を受け

た者に対し、その返還を免除した場合、当該免除額相当分について、政府は、その貸

付金の償還を免除することができることとなっていますが、この制度は日本育英会か

ら承継されているものです。また政府の本機構に対する貸付金の償還の免除は償還期

限の早い貸付金から順次行うものとされています（機構法施行令第 19 条）。 
   平成 18 年度までの実績では、昭和 21 年度からの政府借入金総額（累計）は 2 兆 7,466

億円であり、奨学金の返還免除（※）に伴う償還免除の総額 4,464 億円及び平成 16 年

4 月 1 日の本機構設立に当たり法令に基づき償還が免除された政府貸付金 641 億円を

除いた 2 兆 2,361 億円が 18 年度末における政府借入金の借入金残高となりました。こ

のうち 2,710 億円は、将来本機構が第一種奨学金の返還を免除することにより、国の

一般会計に対する償還が免除される予定額です。（昭和 21 年度以前の日本育英会創立

当初の貸与資金は大蔵省預金部資金からの借入れによっていましたが、全額償還済み

です。） 
   また、平成 18 年度末時点においては、昭和 55 年 8 月末までに借入れた日本育英会

の国に対する債務が免除されており、その後借入れた日本育英会の国に対する債務（昭

和 55 年 10 月に借入れた債務については、一部免除されています。）及び本機構の国に

対する債務については、借入時から起算して 35 年が経過した後の平成 28 年 3 月以降

から償還が始まる見込です（表 3）。 
  ただし、奨学金の返還免除は今年度以降も発生するものであり、これにより本機構

の国に対する債務の免除が行われていくことから、政府借入金の償還開始はさらに延

長されるものと見込まれます。 
  第二種奨学金における財政融資資金からの借入金は、20 年間（うち据置 4 年）で元

金均等償還することになっています（表 4）。 
  第二種奨学金は奨学生が貸与を受けている間は無利息であり、当該期間中の利息に

ついては、当該年度における国の予算内で、国からの利子補給金により補填されてい

ます。 
  また、本機構が奨学生に対して返還の期限を猶予している期間中も第二種奨学金に

対する利息は発生しませんので、当該期間中の利息についても同様に利子補給金によ

り補填されています。さらに、財政融資資金からの借入利率が 3%を超える場合、3%
を超える部分の利息についても同様に利子補給金により補填されています。 

なお、第二種奨学金については、過去に返還免除となった第二種奨学金にかかる債

権についてこれが存続していれば当該年度に返還される予定であった元金相当額の補
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填（返還免除補填金）等を補助金として受け入れています。 
（※）返還免除について 

   本機構において返還免除は以下のように規定されています。 
・ 死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、

その学資金返還未済額の全部又は一部を免除することができる（機構法施行令第

7 条第 1 項）。 
・ 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学

資金の返還未済額の一部の返還を免除することができる（機構法施行令第 7 条第

2 項）。 
・ 大学院において第一種学資金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた

業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、そ

の学資の全部又は一部の返還を免除することができる（機構法施行令第 8 条）。 
また、機構法附則第 16 条により日本育英会法の廃止前に育英会が行った貸与契約に

よる貸与金の返還については従前の例によることとなっており、政府は機構がなお従

前の例によることとされる貸与金の返還の免除（無利息の貸与金に係るものに限る。）

をしたときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除す

ることができます。 
（ご参考） 
日本育英会においては、返還免除は以下のように規定されていました。 

・ 特別免除 
高等専門学校・短期大学・大学・大学院で第一種奨学金の貸与を受けた者が学校

の教員又は文部科学大臣により指定された研究所の研究員となり、一定の期間そ

の職に在職したとき奨学金の全部又は一部の返還が免除されることがあります

（日本育英会法第 24 条）。ただし平成 10 年 4 月 1 日で日本育英会法の一部が改

正され、平成 10 年度以降に高等専門学校・短期大学・大学の 1 年次に入学した

者については、奨学金返還特別免除制度は廃止されました。 
・ 死亡・心身障害による免除 

奨学金の貸与を受けた者が死亡・心身障害により奨学金を返還することができな

くなったとき奨学金の全部または一部の返還を免除することができます（日本育

英会法第 23 条第 3 項）。 
・ 特別貸与奨学金 

昭和 33 年の法改正により新設された制度で、特に優秀な学生及び生徒に貸与した

奨学金であり、同時に発足した一般貸与奨学金より多い貸与月額を受けられ、一

般貸与奨学金相当額を返還すれば、残額の返還が免除されます。ただし、この制

度は昭和 59 年度に廃止となりました（昭和 59 年の全部改正以前における旧日本

育英会法第 16 条ノ 4）。 
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（表 1）平成 18 年度以前の採用者に係る第二種奨学金の貸与利率と財政融資資金（元金均等償還、半年賦、

5 年金利見直しにおける当初 5 年間の金利、借入期間 19 年超 20 年以内、うち据置期間 3 年超 4 年以内）

借入金利等推移表（平成 15 年 4 月以降） 

第二種奨学金 財政融資資金 
年 月 財投機関債金利 

貸与利率 借入金利 

0.3% 平成 15 年 4 月 0.30％ － 
0.3% 5 月 0.30％ － 
0.2% 6 月 0.20％ － 
0.2% 7 月 0.20％ － 
0.5% 8 月 0.52％ 0.52%（第 4 回日本育英会債券） 
0.4% 9 月 0.40％ － 
1.0% 10 月 1.00％ － 
0.6% 11 月 0.60％ － 
0.8% 12 月 0.73％ 0.70%（第 5 回日本育英会債券） 
0.7% 平成 16 年 1 月 0.70％ － 
0.6% 2 月 0.60％ － 
0.5% 3 月 0.53％ 0.64%（第 6 回日本育英会債券） 
0.7% 4 月 0.70％ － 
0.7% 5 月 0.70％ － 
0.7% 6 月 0.70％ － 
0.7% 7 月 0.97％ 1.18%（第 1 回日本学生支援債券） 
0.8% 8 月 0.80％ － 
0.9% 9 月 0.90％ － 
0.7% 10 月 0.70％ － 
0.7% 11 月 0.70％ 0.70%（第 2 回日本学生支援債券） 
0.7% 12 月 0.70％ － 
0.6% 平成 17 年 1 月 0.60％ － 

0.62% 0.6% 2 月 0.66%（第 3 回日本学生支援債券） 
0.60% 0.6% 3 月 － 
0.60% 0.6% 4 月 － 
0.60% 0.6% 5 月 － 
0.50% 0.5% 6 月 － 
0.58% 0.5% 7 月 0.62%（第 4 回日本学生支援債券） 
0.50% 0.5% 8 月 － 
0.60% 0.6% 9 月 － 
0.60% 0.6% 10 月 － 
0.90% 0.8% 11 月 0.90%（第 5 回日本学生支援債券） 
0.90% 0.9% 12 月 0.90%（第 5 回日本学生支援債券） 
0.90% 0.9% 平成 18 年 1 月 － 
0.92% 0.9% 2 月 0.94%（第 6 回日本学生支援債券） 
1.00% 1.0% 3 月 － 
1.30% 1.3% 4 月 － 
1.30% 1.3% 5 月 － 
1.50% 1.5% 6 月 － 
1.58% 1.5% 7 月 1.62%（第 7 回日本学生支援債券） 
1.40% 1.4% 8 月 － 
1.40% 1.4% 9 月 － 
1.20% 1.2% 10 月 － 
1.49% 1.2% 11 月 1.52%（第 8 回日本学生支援債券) 
1.30% 1.3% 12 月 － 
1.30% 1.3% 平成 19 年 1 月 － 
1.03% 1.3% 2 月 0.90％（第 9 回日本学生支援債券) 
1.30% 1.3%  3 月 
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第二種奨学金 財政融資資金 
年 月 財投機関債金利 

貸与利率 借入金利 
1.30% 1.3%  平成 19 年 4 月 
1.30% 1.3%  5 月 
1.30% 1.3%  6 月 
1.44% 1.5% 7 月 1.19%（第 10 回日本学生支援債券) 
1.50% 1.5%  8 月 
1.40% 1.4%  9 月 

（注）平成 15 年 3 月 31 日以前に入学し、かつ平成 16 年 3 月 31 日までに採用された奨学生に対する奨学

金の貸与利率は、財政融資資金借入利率と同率となります。   
 
 
（表 2）平成 19 年度の採用者に係る第二種奨学金の貸与利率と財政融資資金借入金利等推移表 

第二種奨学金貸与利率 財政融資資金借入金利 
元金均等償還、半年賦、 元金均等償還、半年賦、 
借入期間 15 年超 16 年

以内、 
5 年金利見直しにおけ

る当初 5 年間の金利、 貸与終了年月 
利率固定方式 利率見直し方式 

うち据置期間 1 年以内 借入期間 15 年超 16 年

以内、 
うち据置期間 1 年以内 

平成 19 年 4 月 1.70％ 1.20％ 1.7％ 1.2％ 
5 月 1.70％ 1.30％ 1.7％ 1.3％ 
6 月 1.90％ 1.50％ 1.9％ 1.5％ 
7 月 1.90％ 1.50％ 1.9％ 1.5％ 
8 月 1.90％ 1.50％ 1.9％ 1.5％ 
9 月 1.80％ 1.40％ 1.8％ 1.4％ 

（注）利率固定方式による貸与利率が元金均等（期間 16 年うち据置 1 年）による借入利率に、また利率

見直し方式による貸与利率が半年賦 5 年金利見直し貸付における当初 5 年間の借入金利に対応して

います。 
 
 
〔ご参考 1〕「日本学生支援債券」及び「日本育英会債券」発行の状況  

 日本学生支援債券 
回 号 発 行 年 月 日 発 行 額 年限 発行金利 
第１回 平成 16 年  7 月 5 日 300 億円 5 年 年 1.18% 
第 2 回 平成 16 年 11 月 5 日 300 億円 5 年 年 0.70% 
第 3 回 平成 17 年  2 月 4 日 160 億円 5 年 年 0.66% 
第 4 回 平成 17 年  7 月 5 日 400 億円 5 年 年 0.62% 
第 5 回 平成 17 年 11 月 4 日 400 億円 5 年 年 0.90% 
第 6 回 平成 18 年  2 月 3 日 300 億円 5 年 年 0.94% 
第 7 回 平成 18 年  7 月 5 日 400 億円 5 年 年 1.62% 
第 8 回 平成 18 年 11 月 6 日 400 億円 5 年 年 1.52％ 
第 9 回 平成 19 年  2 月 5 日 370 億円 2 年 年 0.90％ 
第 10 回 平成 19 年  7 月 5 日 400 億円 2 年 年 1.19％ 

 

日本育英会債券                           
回 号 発 行 年 月 日 発 行 額 年限 発行金利 
第１回 平成 13 年 12 月  5 日 100 億円 10 年 年 1.59% 
第２回 平成 14 年 10 月 28 日 360 億円 5 年 年 0.50% 
第３回 平成 15 年  2 月  3 日 200 億円 5 年 年 0.44% 
第４回 平成 15 年  8 月  5 日 300 億円 5 年 年 0.52% 
第５回 平成 15 年 12 月  5 日 260 億円 5 年 年 0.70% 
第６回 平成 16 年  3 月  5 日 50 億円 5 年 年 0.64% 
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※ 平成 19 年 10 月 1 日現在、株式会社日本格付研究所（JCR）より AA+、株式会社格付投資情報セ

ンター（R&I）より AA の格付けを取得しています。 
 
 

  
〔 ご参考 2〕  民間金融機関からの借入の状況 

入札実施日 借入金額（百万円） 金利（％） 借入日 返済日 
23,842 0.66417 平成 19 年 4 月 23 日 平成 19 年 5 月 14 日 平成 19 年 8 月 8 日 
20,210 0.69500 平成 19 年 5 月 22 日 平成 19 年 6 月 7 日 平成 19 年 9 月 7 日 
40,860 0.79917 平成 19 年 7 月 23 日 平成 19 年 8 月 8 日 平成 19 年 11 月 7 日 
45,952 0.90250 平成 19 年 8 月 22 日 平成 19 年 9 月 7 日 平成 19 年 12 月 7 日 
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〔ご参考 3〕第二種奨学金の財政融資資金からの借入金利推移表（平成 15 年 3 月以前） 
改定年月日 年利 改定年月日 年利 改定年月日 年利 

昭和 59 年  2 月 1 日 7.1（3.0）％ 平成 6 年  8 月 17 日 4.5（3.0）％ 平成 11 年 11 月 12 日 2.0（2.0）％ 
    60 年  10 月 11 日 6.8（3.0） 11 月 16 日 4.75（3.0） 12 月 17 日 2.1（2.1） 

61 年   2 月 24 日 6.3（3.0） 7 年  2 月 15 日 4.65（3.0） 12 年 1 月 28 日 2.0（2.0） 
3 月 31 日 6.05（3.0） 4 月 7 日 4.2（3.0） 2 月 16 日 1.9（1.9） 

 62 年  3 月  7 日 5.2（3.0） 5 月 8 日 3.85（3.0） 3 月 10 日 2.0（2.0） 
5 月 30 日 4.6（3.0） 6 月 7 日 3.65（3.0） 4 月 7 日 2.1（2.1） 
8 月 21 日 4.8（3.0） 7 月 14 日 3.25（3.0） 5 月 19 日 2.0（2.0） 

10 月 27 日 5.2（3.0） 10 月 16 日 3.15（3.0） 6 月 14 日 1.9（1.9） 
 63 年  2 月 19 日 5.0（3.0） 8 年  3 月 15 日 3.4（3.0） 9 月 8 日 2.0（2.0） 

4 月 30 日 4.8（3.0） 9 月 11 日 3.3（3.0） 10 月 12 日 2.1（2.1） 
9 月 13 日 5.1（3.0） 10 月 9 日 3.1（3.0） 12 月 13 日 2.0（2.0） 

12 月 30 日 4.85（3.0） 12 月 11 日 3.0（3.0） 13 年 1 月 26 日 1.8（1.8） 
平成元年   7 月 28 日 5.1（3.0） 9 年  1 月 24 日 2.9（2.9） 2 月 21 日 1.7（1.7） 

12 月 22 日 5.4（3.0）  3 月 19 日 2.8（2.8） 3 月 14 日 1.6（1.6） 
2 年  2 月 27 日 6.2（3.0） 4 月  9 日 2.7（2.7） 4 月 1 日 0.6（0.6） 

4 月 27 日 6.7（3.0） 5 月  9 日 2.6（2.6） 5 月 9 日 0.6（0.6） 
6 月 29 日 6.4（3.0） 6 月  6 日 2.9（2.9） 6 月 1 日 0.5（0.5） 
8 月 17 日 6.7（3.0） 7 月 11 日 2.8（2.8） 7 月 3 日 0.4（0.4） 
9 月 21 日 7.3（3.0） 8 月  8 日 2.7（2.7） 8 月 3 日 0.5（0.5） 

10 月 26 日 7.9（3.0） 9 月 10 日 2.5（2.5） 9 月 3 日 0.5（0.5） 
11 月 15 日 7.2（3.0） 10 月 13 日 2.4（2.4） 10 月 3 日 0.5（0.5） 
12 月 18 日 6.9（3.0） 11 月  6 日 2.2（2.2） 11 月 2 日 0.5（0.5） 

3 年  2 月  1 日 6.6（3.0） 10 年  1 月 23 日 2.1（2.1） 12 月 4 日 0.6（0.6） 
7 月 17 日 6.7（3.0）  2 月 12 日 2.3（2.3） 14 年 1 月 4 日 0.5（0.5） 
9 月 13 日 6.3（3.0） 3 月 11 日 2.1（2.1） 2 月 8 日 0.7（0.7） 

10 月 30 日 6.0（3.0）  4 月 8 日 2.0（2.0） 3 月 5 日 0.7（0.7） 
 4 年 1 月 29 日 5.5（3.0） 6 月 10 日 1.8（1.8） 4 月 2 日 0.6（0.6） 

9 月 28 日 5.05（3.0） 8 月 14 日 1.9（1.9） 5 月 8 日 0.6（0.6） 
12 月 24 日 4.9（3.0） 9 月 11 日 1.7（1.7） 6 月 3 日 0.6（0.6） 

5 年  2 月 24 日 4.7（3.0） 10 月 16 日 1.1（1.1） 7 月 5 日 0.5（0.5） 
3 月 24 日 4.4（3.0） 12 月 16 日 1.3（1.3） 8 月 2 日 0.5（0.5） 
6 月 25 日 4.9（3.0） 11 年 1 月 27 日 2.2（2.2） 9 月  2 日 0.4（0.4） 

 8 月 25 日 4.6（3.0） 2 月 17 日 2.1（2.1） 11 月 1 日 0.3（0.3） 
10 月 20 日 4.3（3.0） 4 月 21 日 2.0（2.0） 12 月  3 日 0.4（0.4） 
11 月 25 日 4.1（3.0） 5 月 19 日 1.7（1.7） 15 年 1 月 6 日 0.3（0.3） 
12 月 22 日 3.85（3.0）  6 月 11 日 1.6（1.6） 2 月 13 日 0.3（0.3） 

 6 年  1 月 26 日 3.65（3.0） 7 月 16 日 2.0（2.0）  3 月 12 日 0.3（0.3） 
 3 月 24 日 4.3（3.0） 9 月 10 日 2.1（2.1）   

6 月 17 日 4.1（3.0） 10 月 14 日 1.9（1.9）   
（注）1. 平成 12 年度までの借入については、元金均等償還、半年賦、貸付期間 20 年（平成 11 年度まで

はうち据置 3 年、平成 12 年度からはうち据置 4 年）の利率が適用されていましたが、平成 13
年度からは、財政投融資改革により、元金均等償還、半年賦、5 年金利見直し 19 年超 20 年以

内（うち据置期間 3 年超 4 年以内）貸付の金利が適用されることとなりました。 
2. 「年利」欄の（  ）内は、奨学金の貸与利率です。平成 13 年度からは、上記 1. の 5 年金利

見直しにおける当初 5 年間の金利が適用されています。 
3. 平成 12 年度までは「資金運用部資金」です。 
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    （表 3）第一種奨学金における政府借入金の償還予定表 

                                                     （単位：千円） 

年 度 金 額 年 度 金 額 

平成 27 年度 平成 41 年度 19,651,920 79,379,206 

28 87,304,982 42 85,241,409 

29 87,304,982 43 86,896,067 

30 86,786,557 44 87,398,492 

31 82,234,588 45 89,761,811 

32 78,715,220 46 98,596,253 

33 74,186,429 47 108,328,787 

34 73,818,887 48 104,637,269 

35 73,892,913 49 91,892,568 

36 72,483,472 50 98,228,054 

37 71,939,987 51 99,037,432 

38 73,251,760 52 81,262,237 

39 73,917,858 53 88,163,347 

40 76,302,725 54 80,226,481 
（注）上表の金額は、昭和55年10月以降の借入金の残額及び平成19年度の借入予定分までに

ついての償還予定額（見込）です。      
 
 

     （表 4）第二種奨学金における財政融資資金（平成 13 年度までは資金運用部資金）の償還予定表 

                                                                 （単位：千円） 

年 度 金 額 年 度 金 額 

平成 19 年度 平成 30 年度 81,906,000 146,530,000 

20 101,486,000 31 140,280,000 

21 121,896,000 32 132,800,000 

22 140,816,000 33 120,060,000 

23 159,886,000 34 105,670,000 

24 167,116,000 35 91,380,000 

25 159,766,000 36 72,950,000 

26 157,436,000 37 53,020,000 

27 154,706,000 38 31,720,000 

28 151,986,000 39 9,800,000 

29 149,280,000   
（注）上表の金額は、昭和62年度～平成18年度の借入金の残額及び平成19年度の借入予定 
   分までについての元金償還予定額（見込）です。 
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【留学生支援事業】 
  本機構では、留学生交流の推進を図るため、各種の学資金の支給や外国人留学生修学

援助の他、日本及び海外への留学希望者に対する情報提供、日本語教育、日本留学試験

等を実施しています。また、国際交流拠点として国際交流会館の設置・運営など留学生

の宿舎の整備を行っています。 
① 学資の支給と援助 
ア．奨学金等の支給 
・私費外国人留学生学習奨励費給付事業 

我が国の大学等に在籍する私費留学生及び日本語教育機関に在籍する就学生で、

学業・人物ともに優れ、かつ経済的理由により修学が困難である者に対して、学

習奨励費を給付しています。 
・短期留学推進制度（受入れ・派遣） 
   日本の大学が、海外の大学との学生交流に関する協定等に基づいて、海外の大

学に在籍している学生を、3 か月以上 1 年以内の期間受入れた場合、当該留学生に

対し、奨学金及び留学準備金を支給しています。また、同様に、日本の大学に在

籍している学生を、3 か月以上 1 年以内の期間、海外の大学に派遣した場合、当該

派遣留学生に対し、奨学金を支給しています。 
・国費外国人留学生への奨学金支給等 

文部科学省が選抜した留学生に対し、奨学金等を支給する業務等を行っていま

す。 
・国費外国人留学生の受入れ業務及び渡日一時金の支給 
  新規に来日する国費外国人留学生（大使館推薦・ＹＬＰ）を成田国際空港及び

関西国際空港で出迎え、オリエンテーションを実施するとともに、各受入れ大学

等へ送り出すための国内移動の手配を行っています。また、新規渡日者（大使館

推薦・ＹＬＰ・大学推薦）に対し、渡日一時金を支給しています。 
（注）ＹＬＰ（Young Leaders Program） 

    アジア諸国等の指導者として活躍が期待される行政官、経済人等の若手指

導者を、我が国の大学等に招へいし、1 年程度で学位を授与する留学プログ

ラム 
・日韓共同理工系学部留学生事業給与支給等 

日本政府と韓国政府の共同事業として日本の理工系大学に招致する韓国人学部

留学生に対し、渡日一時金及び奨学金等の支給を行っています。 
イ．外国人留学生修学援助 

   ・外国人留学生医療費補助制度 
     外国人留学生が日本国内の医療機関で治療を受けた場合、本人が支払った治療

費（健康保険法に基づいた算定）の一部を補助しています。 
② 留学生の宿舎の整備 
ア．留学生の宿舎の確保に関する将来推計等 
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全国的な宿舎ニーズ及び大学等による整備計画を含む宿舎提供の取組みに関する

実情調査を行い、長期的な整備計画の検討を行います。 
イ．建設奨励事業の実施 

良質で低廉な家賃の宿舎の建設を進めるため、地方公共団体、公益法人、学校法

人及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（PFI 法）

により選定された民間事業者が行う留学生宿舎の建設に対し、その経費の一部を建

設奨励金として交付します。 
ウ．国際交流会館の設置・運営 

外国人留学生等の宿舎として、全国に国際交流会館を設置し、約 3,000 戸を提供

しています。在館留学生相互の交流及び入居者その他の学生と地域住民、ボランテ

ィア等との交流、その他国際交流を深めるための各種行事を実施しています。 
エ．留学生指定宿舎の確保 

外国人留学生用の宿舎を安定的に確保するために、適切な民間宿舎を開拓し、家

主との間で指定宿舎契約を締結して外国人留学生専用宿舎とし、家主に対して指定

契約金を交付しています。 
③ 留学生交流推進事業 
ア．留学生交流事業 
・国際大学交流セミナー 

日本人学生と専門的な分野について意見交換し、交流親善を図るため、日本の

大学と共催で、アジア地域の大学から学生と教員を招き、セミナーを実施してい

ます。 
・外国人学生日本人学生合同研修 

【国際医療技術学生合同セミナー】 
開発途上国の保健医療分野への国際協力を推進するために、（財）国際医療技術

交流財団との共催で、日本の大学等で保健医療を専攻する外国人留学生と日本人

学生との合同セミナーを実施しています。 
【留学生等合同セミナー】 
日本と諸外国・地域との相互理解、友好親善を深めるために、毎年テーマを定

めて講師を招き、外国人留学生と日本人学生との合同セミナーを実施しています。 
・外国人留学生と日本人学生等との交流事業 

外国人留学生と日本人学生等との交流会や史跡見学会、地元企業見学会等を実

施しています。 
イ．フォローアップ事業 
・帰国外国人留学生短期研究制度 

我が国での留学を終え、現在、自国において教育、学術研究又は行政の分野で

活躍している帰国留学生に対し、我が国の大学において、当該大学の研究者と共

に短期研究（最長 90 日間）を行う機会を提供しています。 
・帰国外国人留学生研究指導事業 
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我が国での留学を終え、現在、自国の大学等高等教育機関及び学術研究機関で

教育、研究活動に従事している帰国留学生に対し、我が国における留学時の指導

教員を最長 10 日間現地に派遣し、研究指導等を実施する機会を提供しています。 
・帰国外国人留学生に対する専門資料送付制度 

我が国の大学院を修了もしくは満了し、帰国した帰国留学生に対し、本人の希

望により、それぞれの専門領域の研究を進めていくために必要な専門資料（我が

国の学会等が発行する機関紙・研究紀要・論文誌等）を帰国後 2 年間送付してい

ます。 
④ 日本留学試験の実施 

外国人留学生として、我が国の大学等に入学を希望する者について、日本語力及び

基礎学力の評価を行うことを目的として、日本留学試験を実施しています。この試験

結果は、大学等において外国人留学生の入学選考のために利用されています。 
⑤ 日本語予備教育の実施 

東京及び大阪に日本語教育センターを設置し、日本の大学、高等専門学校及び専修

学校に入学を希望する外国人に対して日本語教育及び基礎教科の教育を行っています。

また、日本理解を促進するため、地域の住民との交流事業等を行っています。 
⑥ 留学情報の提供 
ア．海外から日本への留学情報の提供 

東京及び神戸の留学情報センター並びにアジア 4 都市（ジャカルタ、ソウル、バ

ンコク、クアラルンプール）の海外事務所で、日本への留学に関する情報提供・留

学相談を行っています。また、日本の大学等の参加を得て、海外において日本留学

フェアを開催し、さらに、ホームページや出版物・DVD の制作等を通じて最新の情

報を提供しています。 
イ．日本から海外への留学情報の提供 

東京及び神戸の留学情報センターでは、海外への留学に関する情報を収集・整理

し、情報提供及び専門の海外留学相談員による相談を行っています。また、在日各

国大使館及び関係機関との協力により、東京及び神戸で海外留学フェアを開催して

います。 
 
【学生生活支援事業】 

   本機構では、各大学等が行う様々な学生生活のサポート活動を総合的に支援してい

ます。 
① 学生生活支援関連情報の収集・提供等の充実 

   各大学等が行う各種学生生活支援活動に資するために、学生生活支援に関する有益

な活動事例等の情報を収集・分析するとともに、様々な学生生活支援に関する情報の

提供を行います。また、各種研修事業等を通じて効果的・効率的な情報収集・提供を

図ります。 
ア．学生支援情報データベース 
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全国の大学等における学生生活支援の取組の情報、学生生活支援に関する調査統

計や白書・答申、論文などの情報を一元的に収集・蓄積して提供しています。これ

により各大学等における取組の自己点検・自己評価、担当教職員のスキルアップ、

よりよい支援の開発をサポートしていきます。 
イ．各種出版物の刊行 
・「大学と学生」 

学生生活支援について、広く大学等の教職員の理解の促進を図るために月刊誌

「大学と学生」を刊行しています。 
・「外国人留学生のための就職情報」 

日本企業に就職を希望する外国人留学生のために、就職活動の基礎知識や具体

的な活動方法などの情報を提供しています。 
ウ．全国就職指導ガイダンスの開催 

     大学等卒業予定者の就職・採用活動について、大学側、企業側の双方が一堂に

会し情報交換を行うことにより、就職機会の均等の確保と就職指導の充実に資す

ることを目的として、文部科学省・就職問題懇談会との共催により、開催してい

ます。 
② 学生ボランティア活動支援事業 

   大学等とボランティア団体等の関係者による「学生ボランティア活動支援・促進の

集い」を開催しています。また、学生ボランティア活動に関する情報収集・提供を行

っています。 
③ 各種研修事業 

大学等の学生指導担当教職員のスキルアップのために、体系的な研修プログラムを

開発し、関係機関と連携して研修会を実施しています。 
ア．学生指導関連研修等 
・全国学生指導研究集会 

学生指導業務の改善と発展の方策について研究するための研究集会です。 
・地区学生指導研修会 

学生指導業務担当の中堅事務職員としての資質の向上を図るための研修会です。 
・厚生補導研究協議会 

厚生補導業務の改善充実に資するための協議会を開催しています。 
   ・厚生補導事務研修会 

学生の指導及び学生関係施設・設備の管理運営等、厚生補導業務の円滑な処理

に必要な知識を習得させるための研修会です。 
イ．学生相談関連研修 
 ・全国大学保健管理研究集会 
   保健管理の経験及び調査・研究を発表、討議し、大学における健康管理の一層

の充実と発展を図るために実施しています。 
 ・メンタルヘルス研究協議会（全国・地区） 
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   メンタルヘルスに対する支援活動の啓発と普及を図るために実施しています。 
 ・学生支援合同フォーラム 
   大学等における精神衛生及び学生相談に関する機能の一層の充実を図るために

実施しています。 
 ・学生相談インテーカーセミナー 
   学生相談窓口において初回対応を担当する者（インテーカー）に必要となる資

質・知識を習得させるために実施しています。 
ウ．修学指導関連研修 
・ 教務事務研修会 

   大学の教務事務の円滑な処理に必要な知識を習得させるとともに、事例研究等

により担当職員の資質の向上を図るために実施しています。 
エ．キャリア支援関連研修 

   ・キャリア支援研修会 
キャリア支援業務に携わる教職員を対象に必要とする資質・能力を身に付けさ

せることを目的に実施しています。 
オ．障害学生修学支援関連研修 
 ・障害学生修学支援セミナー 
   障害学生の修学支援の改善充実、高等教育機関のユニバーサル・アクセスの実現

に向け、大学等の事務職員を対象にセミナーを開催しています。 
カ．留学生関連研修 
・留学生交流研究協議会 

留学生の受入れ及び派遣に関する諸問題について、研究協議を実施しています。 
・留学生担当者研修会 

留学生の受入れ及び派遣に伴う諸問題に関する研修会を開催しています。 
④ 障害学生の修学支援事業 
  大学等において、障害学生の修学環境の整備・充実が図られるよう障害学生の修学

支援に関する調査研究を行い、関連する様々な情報を提供しています。 
  ・障害学生支援ネットワーク事業 
    高等教育機関のユニバーサル・アクセスの実現を目指し、障害学生支援に関し

て、積極的な取組を行っている大学等と連携し、就学相談・支援スタッフ研修・

研究開発促進などの事業を実施しています。 
⑤ 学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）の配付 

学生・生徒が修学のために要する費用を軽減することを目的とし、各大学等に学割

証の配付を行います。 
⑥ 「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」の審査に関する業務 

平成 19 年度より文部科学省が実施する「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プ

ログラム」について、本機構は、このプログラムの審査・評価、公表等に関する業務

を実施します。 
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⑦ 地域への支援・交流 
各地域における学生相談やキャリア形成などの学生生活支援活動を地域の大学や地

方自治体、産業界・住民と連携して、全国各地に設置された支部・事務所（北海道、

東北、関東甲信越、北陸、東海、京都、大阪、神戸、中国、四国、福岡、大分）を拠

点として、効果的に実施していきます。また、支部・事務所を拠点として、地域単位

で大学等が連携して行う研修や学生交流等の支援活動に協力するなど広報・公聴活動

を含めた幅広い活動を進めています。 
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（５）中期目標・中期計画・年度計画について 
独立行政法人制度では「中期目標」や「中期計画」といった明確な目標設定が導入

されています。 
中期目標は、3 年から 5 年を期間として、主務大臣から独立行政法人に示されるもの

であり、業務運営の効率化、国民に対して提供するサービスの質の向上、財務内容の

改善などの事項について定められています。独立行政法人は、この中期目標を達成す

るため、自ら「中期計画」を作成して主務大臣の認可を受けることとされています。 
独立行政法人は、この「中期計画」及び年度ごとの「年度計画」をもとにして毎年

度の業務を行います。 
① 中期目標 

通則法第 29 条により、文部科学大臣は、3 年以上 5 年以下の期間（本機構において

は平成 16 年 4 月から平成 21 年 3 月までの 5 年間）において本機構が達成すべき業務

運営に関する目標（中期目標）を定め、これを本機構に指示するとともに、公表しな

ければならないとされています。これを変更したときも同様です。また文部科学大臣

は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ文部科学省独

立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。 
② 中期計画 

通則法第 30 条により、本機構は、中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところ

により、当該中期目標を達成するための計画（中期計画）を定め、文部科学大臣の認

可を受けなければならないとされています。これを変更しようとするときも同様です。

また文部科学大臣は、当該認可をしようとするときは、あらかじめ文部科学省独立行

政法人評価委員会の意見を聴かなければならないとされています。 
③ 年度計画 

 通則法第 31 条により、本機構は、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、文部

科学省令で定めるところにより、当該事業年度の業務運営に関する計画（年度計画）

を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならないとされて

います。これを変更したときも同様です。 
 

なお、本機構ではホームページ（アドレス： http://www.jasso.go.jp/ ）において、中

期目標、中期計画及び年度計画を公表しています。 
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（６）損益構造について 
① 勘定について 

    本機構は、法律により区分して経理し、区分した経理単位ごとに財務諸表を作成する

ことは規定されていませんが、文部科学省令第 17 条により、第一種奨学金（学資金）

の貸与に係る業務、第二種奨学金（学資金）の貸与に係る業務、その他の業務の 3 つ

に経理区分して整理することとされています。 
② 第一種奨学金、第二種奨学金について 

   奨学金貸与事業にかかる経理区分については、日本育英会の事業を承継しています。 
   なお、高等学校及び専修学校高等課程を対象とした奨学金については平成 17 年度入

学者より都道府県に移管されています。 
ア．貸与奨学金の種類 

奨学金は特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な者に無利

息で貸与する第一種奨学金と、第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された

者に利息付で貸与する第二種奨学金に分かれます。 
また、平成 16 年度より新たに法科大学院生を対象とした奨学金（第一種奨学金、

第二種奨学金）、海外留学を希望する者を対象とした奨学金（第二種奨学金）の制度

が設立されています。 
イ．貸与利率 
・第一種奨学金 
政府借入金及び過去に貸与した第一種奨学金の返還者からの回収金を原資として、

奨学金の貸与を行います。 
第一種奨学金については、国から本機構が受ける政府借入金、本機構から奨学生

への貸与金とも無利息となっています。 
・第二種奨学金 
国の財政融資資金からの借入金、財投機関債の発行により調達した資金及び過去

に貸与した第二種奨学金の返還者からの回収金を原資として、奨学金の貸与を行い

ます。 
第二種奨学金については、財政融資資金の借入利率（毎月財務省のホームページ

に掲載され公表される「半年賦、5 年金利見直し貸付における当初 5 年間の金利 19
年超 20 年以内」）が、当該月の奨学金の貸与利率に適用されます。 
なお、貸与する当該月の資金に財投機関債発行により調達した資金を充てる場合、

当該財投機関債の利率と財政融資資金の借入利率を加重平均した利率が当該月の奨

学金の貸与利率に適用されます。また、財政融資資金からの借入金の利率、または

加重平均した利率が年 3%以上のときは、奨学生への貸与利率は年 3%となりますが、

年 3%未満のときは当該利率を第二種奨学金貸与利率とする旨定められています（機

構法施行令第 2 条及び附則第 2 条）。奨学生は貸与終了時に、貸与を受けた各月毎に

適用された貸与利率をもとに返還利率（固定）を算出し、元利均等方式で返還する

ことになります。 
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本機構は財政融資資金からの借入金を 20 年間（うち据置 4 年）に半年賦元金均等で 
償還することになっています。 

ウ．国からの利子補給金等について 
機構法第 23 条において、政府は毎年度予算の範囲内において、機構に対し、機構法 

第 13条第 1 項第 1号に規定する学資の貸与に係る業務に要する経費の一部を補助する

ことができるとされています。この規定に基づき、毎会計年度に概算要求の手続によ

り、利子補給金（政府補給金）及び国庫補助金が予算計上されています。 
第一種奨学金においては、本機構による国の一般会計からの借入れ、本機構からの

奨学生への貸与ともに無利息で行っており、利子補給金の投入はありません。 
一方、第二種奨学金においては、財政融資資金からの借入利率（貸与する当該月の

資金に財投機関債により調達した資金を充てる場合は、当該財投機関債の利率と財政

融資資金の借入利率を加重平均した利率）が奨学生への貸与利率になっています。 
しかし、下記の場合には本機構に金利負担が発生するため、その収支差を補う財源

を利子補給金として受け入れています。 
・ 本機構が奨学生へ奨学金を貸与している期間及び本機構が奨学生に対して返還

の期限を猶予している期間については、それぞれ無利息としているため、当該期

間の金利負担が生じます。 
・ 本機構の財政融資資金からの借入利率が 3%を超える場合、第二種奨学金の貸与

利率の上限が 3%であるため、貸与利率を超える部分についての金利負担が発生し

ます。 
・ 平成 15 年 4 月 1 日以降に入学した奨学生及び平成 16 年 4 月 1 日以降採用され

た奨学生については、財投機関債の利率を貸与利率に転嫁していますが、平成 15
年 3 月 31 日以前に入学し、かつ平成 16 年 3 月 31 日以前に採用された奨学生に

ついては、財投機関債の利率は貸与利率に転嫁されません。 
その結果、本機構が発行した財投機関債の利率が第二種奨学金の貸与利率を超

えている場合、当該利息差の金利負担が発生します。 
また死亡等により法令に基づいて返還免除となった第二種奨学金にかかる債権を補

填するための経費（返還免除補填金）、回収不能債権の償却財源として補填するための

経費（回収不能債権補填金）、及び施設・設備の整備に要する経費について国庫補助金

として受け入れています。 
③ 有利子奨学金の貸与制度及び資金調達制度の見直し 
  本機構では、平成 17 年 12 月の財政制度等審議会（財政投融資分科会）での利子補

給金の財政負担軽減に係る議論等を踏まえ、平成 19 年度から、第二種奨学金に係る貸

与方法を見直すとともに、資金調達方法を工夫し、在学中の利息負担の軽減及び貸与

終了後の金利ミスマッチの解消を図っております。 
  この貸与制度及び資金調達制度の見直しの主なポイントは以下の通りです。 
 ア．貸与期間中（在学中）は無利息で奨学金の貸与が行われ、本機構は国から利子補

給金を受けることとなるが、この間の資金を低利な民間資金借入により調達し、
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奨学生からの返還が開始される貸与期間終了の際に、財政融資資金等の長期資金

への借換えを実施する。 
 イ．奨学生は、貸与金利について、利率固定方式、利率見直し方式（5 年毎の金利見直

し）のいずれかを選択する。 
 ウ．奨学生への貸与金利は、利率固定方式の場合には「元金均等償還、半年賦、借入

期間 15 年超 16 年以内、うち据置 1 年以内」の財政融資資金借入金利を、また利

率見直し方式の場合には「元金均等、半年賦、5 年金利見直し貸付における当初 5
年間、借入期間 15 年超 16 年以内、うち据置期間 1 年以内」の財政融資資金借入

金利を適用する。 
 

（見直し前） （見直し後）

1年 1年

2年 2年

3年 3年

4年 4年

1年 1年

2年 2年

3年 3年

4年 4年

奨
　
学
　
金

貸
与
総
額

元利均等返還
【長期固定利率】

←返還利息は、財投借入の
　当初5年利率の加重平均
　 （上限３％）

（在学中無利息）

貸与期間 返還期間は卒業後最長20年

卒業（6ヶ月後返還開始）

資
金
調
達

財投資金【償還期間20年（うち4年据置）】等

（ミスマッチ）

奨
　
学
　
金

貸
与
総
額

元利均等返還
【固定・変動（5年金利見直し）】

←固定利率又は変動利率を選択
　返還利息は、貸与資金の財投への
　長期借換の際の調達条件とする
  （上限３％）

（在学中無利息）

貸与期間 返還期間は卒業後最長20年

卒業（6ヶ月後返還開始）

資
金
調
達

長
期
借
換

元金均等償還
【固定・変動（5年金利見直し）】

←奨学生の選択に応じ固定と変動で借入
　償還期間は、奨学金の返還期間を踏ま
　えギャップが生じないよう調整

（民間資金等を活用）

低利調達 償還期間→返還期間と同水準とする

利 息 発 生
（利子補給）

↑
（同　額）

↓
金利同条件

財投資金等に借換

元金均等償還
【変動（5年金利見直し）】

利 息 発 生
（利子補給）

（毎月借入）
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④ 貸与奨学金以外の損益構造について 
   貸与奨学金以外の経費については、その他の業務にかかる経理区分として経理して

います。これは、文部科学省・国立大学、留学生関係公益法人から承継した業務及び、

事業に係る経費、人件費及び管理費から構成されており、国からの運営費交付金及び

自己収入等で賄われています（通則法第 46 条）。 
なお、独立行政法人は、企業会計的な損益計算を行いますが、公共的な業務を行い、

利益獲得を目的としないことから、その利益処分にあたっては、文部科学省独立行政

法人評価委員会において、法人の経営努力により生じたものとされた額を予め中期計

画に定められた使途に使用することができるとともに、それ以外の額を積立金として

処理し、中期計画の末において個別法に基づいて整理することとされています（通則

法第 44 条、同第 30 条）。 
   一方で、損失が生じた場合には、法人の長の責で対応を図る制度となっています。 

 
 

本機構が受け入れた運営費交付金及び補助金等の金額 
 （単位：千円） 

高等学校等 
年 度 運営費交付金 利子補給金 国庫補助金 

奨学金事業交付金 

平成 16 年度 － 23,006,132 9,736,802 1,051,009 

平成 17 年度 22,704,185 8,923,353 1,036,314 9,125,947 

平成 18 年度 21,963,034 9,532,962 1,711,210 18,963,117 

 
 
（７）平成 19 年度予算について（概要） 
 
 ○総予算額     894,354 百万円（55,643 百万円増） 
 （収  入） 
  一般会計     143,858 百万円（8,497 百万円増） 
   うち、運営費交付金        21,446 百万円（517 百万円減） 
  返還充当金     188,034 百万円（47,307 百万円減） 
  民間資金借入金                 58,592 百万円（皆増） 

財政融資資金        383,200 百万円（35,900 百万円増） 
  財投機関債     117,000 百万円（増減なし） 
  自己収入       3,670 百万円（39 百万円減） 
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 （支  出） 
 
  １．日本人学生への奨学金貸与事業     874,619 百万円（56,083 百万円増） 
  ●無利子貸与事業    248,871 百万円（4,267 百万円減） 
     ・34 万 3 千人 （7 千人増）＜大学・大学院等分＞ 

           （4 万 1 千人減）＜高校学校等奨学金事業の都道府県移管分＞ 

     

  ●有利子貸与事業    572,664 百万円（44,824 百万円増） 
     ・67 万 6 千人（4 万 5 千人増） 

    【法科大学院生に対する奨学金 H18：7,369 人⇒H19 ：7,544 人（無利子 3,416 人、有利子 4,128 人）】 

    【奨学金貸与制度（有利子）による海外留学の支援 H18：3,132 人⇒H19：2,637 人】 

  ●育英資金返還免除等補助金・利子補給金  18,903 百万円（5,805 百万円増） 
  ●高等学校等奨学金事業交付金       28,800 百万円（9,837 百万円増） 
  ○奨学金貸与事業に係る経費     5,381 百万円（116 百万円減） 
 

  ２．留学生支援事業     13,294 百万円（243 百万円減） 
  ○私費外国人留学生学習奨励費給付事業   8,053 百万円（32 百万円増） 
    【大学等（留学生）H18：11,350 人⇒H19：11,375 人（25 人増）】 

【日本語教育機関（就学生）H18：650 人⇒H19：675 人（25 人増）】 

○先導的留学生交流プログラム支援事業              27 百万円（増減なし） 
  ・新規派遣 20 人 

○短期留学推進事業         2,281 百万円（16 百万円増） 
受入 H18：1,600 人⇒H19：1,700 人（100 人増）、派遣 H18：665 人⇒H19：720 人（55 人増） 

 ○留学生交流事業      2,933 百万円（291 百万円減） 
   【留学生宿舎等の設置・運営】【日本留学試験の実施】【留学生に対する日本語教育】     

【留学生宿舎設置者に対する助成金支給】【留学生交流推進事業】【留学生への学資金給付経費】等 

 
 ３．学生生活支援事業        87 百万円（21 百万円減） 

【学生支援業務関連研修】 

【情報等収集提供事業】 

【調査研究】   

  
４．その他      6,354 百万円（176 百万円減） 

    【人件費・一般管理費】 

（注）●は、運営費交付金対象外予算 

（  ）内は各事業における対前年度増減です。 
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４ 関係会社の状況 
 
  該当事項はありません。 
 
 
５ 役職員の状況 
 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度  

7（1）人 7（1）人 7（1）人 役 員 

539 人 526 人 513 人 職 員 

546（1）人 533（1）人 520（1）人 計 

 （注）（ ）内は、非常勤役員数で内数です。 
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